
年

第
第
定

加

が
５
を

平

を

９
９

め

え

成

経

条
条

る

る

す正改にう

過

の
第

者

。

年

る

し

３
１

に

１

北

第

北

条

海

海
平

道

道
成

北

企

海
北

企
業

業
年

道
海

管

企
道

職

〇

〇

〇

〇

〇

理

居
地

町
改

給
初
住
特

市
部

等
…

の
給
手
勤

村
正

料
任

整
整
に
手

へ
…

調
調
当
務

額
手
関
当

派
…

〇

〇

〇

〇

海

務
る
成
任

北

職
す
平
初 給

道

の
規

昇

企

級
則
年
、

業

に
…

職

お
…
月
格

・火週毎

た

第
項

よ

月

後

１
中

っ
の

項
て

日

２

の

万

築
も

第
１

新

土

さ
号

そ

曜

れ
中

の

日

、

円

他

）

又

」

管
は

を

理
購入
円

者

の
万

定
さ

。

」
１

が

員
月

業
企

規

職
業

給
程

与
日

員
職

第

規

給
員

６

程

与
給

号

一

部

の
程

一

程
規

の

規
与

を 正

を
和

改

部
昭

す

改

業企道

…

に
当
す
等

遣
…

る

正
年

関
規
関

れ
…

関
に
る
に

さ

る

職
…

る
す
則
す

る
…

す

…

則
規
一
規

員
…

規
る
の

の
を
の

係
…

の
則
部
則

に

部

特
…

部
一
改
一

る
…

一 を
部
正

道

改
を
す
を

地
…

人

正
改
る
改

部
…

事

す
正
規
正

局
…

委

給

る
…
支
昇

員

け
…
に
、

規

高
…
す
等

与

最
…
給
給

の

号
…
期
基

程

の
…
る
の

部

を
…
手
に

一

俸
…
末
準

目

正

え
…
に
す

改

超
…
当
関

道

…

る
…
関
る

人

道

…

給
…
す
規

事

企

…

料
…
る
則

委

業

発日曜金 行

め
れた
次

る
も
に

も

円

の

」

で
の

住

る

改

該
該

あ

に

当
当

で

。

又
が

合

る

築
宅

場

め

新 入
該

っ
購
当

あ
は
、

に

北

道

程

る
海

規

す
北

の
職

て

の

道

業

次

海
程
企

を

北
規

規

に

企

理

う

営

管

よ

公

局

者

２

る

理

第

め

管

程

定

業

号

。

程規理管

る
す
則
す

及
…

小

）

員

規
る
…
る

び
…

会

則
規
…
規

そ
…

告

…
則
…
則

の
…

示

…
…

別
…

…
…
…
…

級
…

び
…

…
…
…
…

並
…

…
…

…
…
…
…

に
…

…
…
…
…

…
…

特
…

…
…
…
…

準
…

部
…

…
…
…
…

地
…

…
…

…
…
…
…

局
…

…
…
…
…

…

月
…
特
の

員

管

…

額
…
例
一

会

理

…

等
…
措
部

規

規

…

を
…
置
を

則

程

…

け
…
関
正

…

受
…
に
改

次

…

職
…
る
る

…

る
…
す
す

…

の
…
則
則

…

員
…
規
規

料
…
…
…

…

給
…
…
…

業

切
…
…
…

企

の
…
…
…

か
そ

、
日
員

は

の
ら

海

他
起

者
て
」
し
）

理
算
円

管

公道

一

の次

紘

を部

原

一

笠

の よ

の

員

外

職

…
…

指
…

…
…
…
…

の
…

の
…

…
…
…
…

定
…

…
…

…
…
…
…

一
…

…
…
…
… 職

以

用

員

８
９

総

え
…
…
…

局

替
…
…
…

課

に
…
…
…

務

等
…
…
…

）

関
…
…
…

員
区

任

職
の
分

再

ジーペ

号

職
の

１
２
３
４
５
６
７

印

発

電

行

話

刷 富

北
総

士

内

務
－

－

部
海

線

プ

法

リ

制

－
ン

道

－
文

ト

書課

）

）

紙別

を

第

第

別

１

表第

条

報

俸

務
級

給

１

料月

－
円

級

額 給

２

料月

－
円

級

額 給

３

料月
円

級

額 給

４

料月
円

級

額

３

及

３

の
第

１

第

分
び

条

項
に
表

係

中
」
別

関

、
第

）

１の

分

２

の
分
を
の
」

次の
を
よ
」
を

外号

給

５

料月
円

級

額 給

６

料月
円

級

額 給

７

料月
円

級

額 給

８

料月
円

級

額 給

うに改

分
分
め

の
の
る。

」 同
る

、
め
め
改

改
に
に
」

４第条
。

第 号

９

料月
円

級

額 給料月
円

級

額 給料月
円

級

額

中項 の分 」



号
中

第
３
号

第
４

長い
条
中

支
第

応

よ

給
１
前
じ

支
し

に

の
運
当
に
と
額

う

等
」
給
て
が

改
条
通
賃
額

第
に
相
と
単
当
５

め
例
勤

万

る

第

掲

２

第

第

さ

条

げる
９

ら

く ）
第

期

北
条

に
当
当
。
条

２

を
異

１

間

該

海
の

」
該

１
２
３
４
５
６
７

の

異

道

俸号

別

考

再
用
員

備

表

く

任
職

平

第

のこ
。

成

１

表

の

は、

年

２

掲
の

位
第
に
」

単
項
号
、

に
中
る
に

間
号
げ
次

期
２

つ

額」
第

き

を
１

、

号

５

給
び

万

支
及

円 」
単
第

を
位
２

。
６
要
当
い
位
該

円

条
す
額
う
期
運

第
る
を
。
間
賃
月
の
を

１
運
支
）
の
等
円

等
単
５
数
額
超

号
賃
給
が

算
る

掲
の
位
万
を
を
え

に

乗

げ
額
期

じ
出
と

る
に
間

て
す
き

員
当
月

得
る
は

円

職
相
の

額
合
そ

超

す
数

た
場
、

を

の

え

道
る
で

項

区

動

企
第

動 の

の

分

等

業
３

更
等

分
中

に

の

職
項

に

月

応

日

員
中

」
日

額

じ

か

給

に
か
め
同

を

当

ら

与
３

改
ら

」

各

日

程
」

、
日

該

同

規
年

項
後

」

号

以

の
を

同
以

額

に

後

一

次
年

、

定

２

部
２

に
１

に

を

次
」

の
を

め

年

を
年
る

円

額月料給

他の

第

月

給料

３

表

条

日

の適

関

用

係

土

を

）

曜

受け

日

な

）

いすべて 職の 員

期
号

該
単
に
し

当
給
間
若

に
支

、
前

給
期
き
は

支
位
つ
く

期
つ
号
に

位
に
前
号

単
間

定
め

間
き
に
定
め
る

の

る
額

月
円
額

数

職
額
除

に

」
１

を

と

員

し

そ
お
者

る
者
て
通

き

の
以
て

の
い
の

、

に

た

が
、
勤

は

例
下
得

以
箇
当

支

よ
運
額

２
１
手

給

り
賃

の
当
係

単

算
等
以

上
月
に

期

し
当

交
た
る

位

出
相
下

機
の
給

間

た
額
１

通
り
支

の
と
月

関
運
単

に

そ
」
箇

各
経

応

者
い
当

等
賃
位

つ

過

よ
改

号
過

じ

割

経

の
に

る

」

を

す

う
め

を
す

て

合

改

え
ま

を

乗

る

に
、

加

正
調

る
で

じ

ま

じ

得

の

す
整

。
の

応

て

で 間

。
当

間

」

た

期

る
手

期

改

額
）

に

月
」

め

の

前

同

整

に
の

次

、

調

号
分

の に

に適用する。 だた し、第 条及び 則附 第

北

２

当

て
に
改
月

じ
」
に
箇

乗
、
同
り

た
め
、
た

得
改
め

１

２

項
第
」

）
同
項
の

額

１
の
か
過
成

こ
日
経
平

の
う
た

を
等
期

き

規
ら
措

当
の

５

支
。
り

利
相
間

、

。
運

す
額
う

万

給
）
の

用

単

る
の
ち

位
た
賃

も
合
最

期
だ
等
、
間
し
相
円
の
計
も

５

に

行

改

者

る
第

」

施
附

に
め

が
前
。

項

手

掲
３

、

定
各

条

、

期

を

期

次

１

」

る

に

第

当

げ

号
え

次

を

各

を

加

間

の

号

第
項６
４

に
、

除

の
と
こ

に
も
２
勤
位

じ

支
の
分
手
期
前
条
し
の

に

、

要

当

そ
し
２

す
中項

る
円
該
特
の
、
分

月

項に規定す

海

職る 員を除

道

を

額
に
の
た

加

の
加
う

定

」

公

し
最

る

、

え

２
算
ち

め

に

、

分

程
施
置
年

は
行
等

成
。

支

平
る

に

、
す
）
月 給 る

年

す

ら

に

か

当

日

手

１

末

月

期

日
則

同

め
項

第

）

条

る
に

３

の
４

間
定

中

分
第

期
規

項
項

す

中

自
る

」

分

動
も
車
の

を

の

等
の

分

に
ほ

の
分

係
か

」

る
、

を

の
」

通
通

同
に

と
の
当
間
号
第
、
条

掲
項
条
お

し
１
に
の
に
３

る
数
げ
中
第
い

て
相
係
月

該
額
支
を
る

３
て

当
当
特
の
給
乗
通
月
項 次
給

別
合
単
じ
勤
額
の
支

当
を
に
単

料
計
位
て
手
」

が
間
た
以

次
位

金
額
期
得

等

２
間

の
２
の
額
外
額
の
期

期位単給
額
万
う
）
の
」
項
」

てじ乗を数月の間

別
者
当
の

得
を
円
ち

通
に

別
及
号
急
の
該
１

特
）
各

給
を
当

料
び
に
行
支
額
相

項
め
車
単
支
額

金
同
定
列

単
と

の
の
る
等
位
給
」

等

」
係
間
位
い

額
規
額
に
期

。

２
に
に
る
の
期
う

の
定

勤
勤
の
）

分
よ
改
通
通
間

１
額
、
手
に
月
が

の
る
め

を」額 、に」額
に
の
同
当
要
数
２

者理管

の
た
も

額

が

い
を

に

は

及

１

長
」

」

又

び

報

第

そ

支

、

第

２

の

給
が

２

号

差

単
５

号

の

し

若

額

位
万

そ

若

し

の

期

額

く

く

２

間

が

は

を

第

の

つ

４

第

円

は

分

に
号

超

３

１

き

万

３

号

が

、

例

る

特

す

る

行

す

施

関

え

他

、

の

し

そ

だ

置

た

措

。 規

措

の

過

条

経

２

の

第

勤
勤

を
」

当
当

に

分

手
手

の

に
の

、
分

あ
支

の

っ
給

」

て
及

に

分

は
び

、

、
返

」
の
に
」

１
納

、

月
つ

分

を

箇
に

の

）
い

算
を
最

勤
改
を
と

分

を
て

、
え
、

出
超
も

手
め
加
は

る
る
い

同
る
通

す
え
長

当 項
中

手

場
と
支

前
条
。
勤 の

に
は
単

の
第

当

合
き
給

そ
期

定
項

支

お
、
位

規
５

よ
第

の

て
の
間

に
を

給

い

位

１
の
つ

る
７

単

、
者
に

額た
箇
特
き

額
項

別特の上以２が者のそ

項

す
で
万

急
月
別
、

と

と

を

当
計
に
支
る
除
円

相
合

単
別
て
超

す
額
次
給
特
し

額
を
各
位
料
得
え

る
」
の 号

期
金
た
る

次
を
間
等
額
と

の
加
に
の

き

そ

下
、

額
各
え
つ
額
以
は

の
に
。
、
２

支

が
号
る
き
の

掲

道
分
１
給

げ

職
の
箇
単

算りよにろことるめ定 たし出

る

員
１
月
位

」
そ

５

」

る

を
万
と

を
円

き

を

又

円

及
超

は

を
は

に
そ

第
る

第

超

円
、

び
え

号
き

号

る

当
の

２
と

２

え

し

き

支
の

又
は

若

と

該
者

単
勤

前
そ

く

は

給
通

は
、

位
手

号
の

は

、

前

号

期
当

」
額

号

外

成

て

平

い

、

つ

は

に

定

置 は

月

海

４

北

年

、

う
、

を

の
の

い
は

」

分
」

。
道

」
を

職

に

分

員の

改

の

例

める
分

に

る

当
急
２

し

な

よ

」
の
。

間

り
列
円

同

期

た
行
万

、

し

特
等
当

第

と

の
車
に

条

管

料
係
支

項

て

別
に
該

４

行
等
通
単

第

理

金
る
給

を

期

円

るす用利を等車列

勤

例
相
た
間

を
通

の
に
当

す
の
つ

え
手

に
当
り
に

超

、

と
の

り
る
特
き

る
当

よ

分

出
。
料
２

き
区

算
額
別

た
だ
等
円

は
に

し
た
金
万

通の月箇１の者の
、
応

間
に

に
と

勤

４
円

」

第

改
月
る

万
）

に
の
係

、

を

め
数
支

掲

４

、
を
給

げ

万

号

円

同
乗
単

る

じ
位

額
と

条

」
の

第

期
て

を
差
円
間
得
２



第

昇
だ
項

２

給
し
に

条

＋

平

規
書
お

成

施
前
定
、
い

行
条

学
て

年

施
俸

×

し
料

日
の
北
校
準

額
そ

施
俸

場
額
行
の

た
月
合

日

第条
の
以
に
と
の
以

行
下

下
お
の
者
下

日
位

の項１ 規
給

第

最
第
与
町
こ
道
育

１

負
村
れ
条
諸

高
条

の
第
校

の
号
担
立
ら
例
学 等

こ
号
。
法
学

の
俸
以
に
校
規

規
を
下
規
職
定
号
の

北

規

海

職
則

職

道

職
す
務

務
を
平

人

務
る
の

の
こ
成

事

級
こ

の
規
級

委

級
則
に

に
に
年

員

給の員
。

職
る

道
よ

お
公

与

に
規
海
職
用

月

お
定
道
員
す

け
に
職
給
る

日

そ
り
の
条
合

る
よ
員
与
場

土

の
新
給
例
を

曜

者
給
与
第
含

日

の
料
に
６
む

）

す
額
す
第
）

属
月
関
条
。

職
決
条
項
北

る
を
る
７
、

け
差
の

の
の

務
定
例
た
海

料

日
俸

月
新
る
額
施
旧

前
号

の

日
料

に
の

額
給
そ

行
給

と

以
月
者

の
月

お
額

。
料

日
」

る
の

下
額
の

前
額

け

の
と
す

に
と

そ
差

こ
」
属

け
う

者

条
い
る

お
い

の
額

属

お
。
務

る
。

の

に
う
職

を用適の定
い
）
の

給
）

級

料

す

あに員職るけ受

則
超

定
員

）
教

っ
て
は

則
職

の
え
学
す
給
北
附
育

条
道
第
員

施
る
校
る
与
海

の

行
給
職
学

の
料
員
校
例
学
の
与

日
月
給
職
」
校
項
給

額
与
員
と
職

以

条
の
い
員
規
等
に
関

下
北
例
給
う
の
定
に

海
」
与
。
給
り
る

施
道
と
に
）
与
よ
す

表
関
な
特

行
学
い
関
別
に

日
校
う
す

に

お

会

お

け

け
布
月

規

る
す

け

る

則

る

最

最
る
日

７

最

高

高
。

－

高

の

の号

の

号

俸

え

え

を

超

超

俸

を

を

号

俸

関に

料

る

給

給

え

る

る

超

例条るす

道

の等

人

部一

事

改を

委

の
さ

だ
道

正

に
る
和
書
方

級
れ
昭
し
地 警

お
職
る
に
北
町
職

け
員
年
市
察

高
す
道
立
の

最
対
海
村
員

号
施
例
校
与

の
る
条
学
給

員
関

俸
行
第
職
に

の
日
額
以
号
給
す

北

職

同
、
に

月

る

後
）
与
る

－

の

。
の
け

務

じ
次
お

額 施
る

に

を
に
最

級

）
式
る

け

け
り
の

行
職

お

受
よ
高

定
俸

の
の

る

て
算
号

日
務

日
に

高

た
し
の

前
級

最

い

号

員
額
と

に
お

の

職
た
額

該当、はて
の
と
そ

お
ける

俸

の）。む含を定規

る
の
す
お
別

適
施
す
の

け

員
）
条
備
る
そ
措

」
職
。

条

い
の
別
例
考
条
の
置

と

例
効

う
給
表

一
を

。
与
第
昭
の
の
力
例

）
に
２
和
規定
部
有
昭

の
関
の

前
す
備
年
の
を
す
和

日
る
考
北
適
改
る

海
用
正
も
年

お
例
又
道
を
す
の
北

に
条
い

は
条
受
る
と
海
れ
条

て
昭
市
例
け
条
さ
道

月

月

給

料
職
和
町
第
る
例

道

額

の

等

海

月

額

額

北

料

え

け

事

を

替

受

人

等

切

を

会

る

）

職

員

け

等

る

委

受

料

長

の

給

員

員

の

委

職

員

す

切

泉

料

の

給

員

条る

会

例 平

規

成

則

に
第
条
条

例条道海北年

け
条
第

お
５
例
例

海

最
７
条
和

る
第
２
昭

初
項
第

の
た
２
年

道

の

成

こ

平

公

規
附

高

額

行
る
１

る
最

の

則

年

そ

に

俸

の
の

と

日
。
号

そ

１

け

位

の
俸

の

お

下

者
号

者
給

号

す
額

号

る

の

属
の

旧

条例
の

給

とのもいなが用
第
旧

料

給

職

る
例

村

務の
年
立
号
員
平
公
第

級
北
学
。
に
成
立 義
）

に
海
校
以
あ
６
の
号

て
北
務
第

お
道
職
下
っ
年

け
条
員

、

る
例
給
市
は
海
教
５

４第 条

任期

給旧

付
施

睦

え

等

替

え

川

切

替

の

料

る

関

す

雄

に

関

等

に

第

道
そ

３

項

を

の

条

び
事
け
期

者
条

及
人
受
任

第

第

第
委
る
付
施

の
例

北
正
に

察

に例の）号 道
る
す
れ
員

海
す
関
こ
職

条
条
る
ら
の

は
則

平

に

、

月

報

給

成

支 る

年

す

ら

に

か

当

日

手

１

末

月

期

施

関

月

号
料

額

円

新

第
額
）
月
４
に

給

条
対

料

第
応

月

３
す

額

円

に
の
定
表

規
の

の
次
項
る

よ
新

職
行

円

員
日
例
前
条
の

第
日
４
に
条
お

円

第
い

額月

規
職
の
般

項
一

３
て

研
行

旧

定
の

額月料給新

３
員
期

項
会
間
究
日

給

前

月
）

の
の
に
員
の

料
号

め
算
例
日

額
第

規
定
通
条

対
条

を
る
す
第
に

に
５

定

。
条
い

応
第

い
職
る
５
お

る
項

。
に

第
て

す
４

う
員

の
っ

項
般

次
の

）
あ

４
一

規
の

表
定

適
て

の
職

の
規

規
与

例
例
条
の
給

に

用
は

第

例
平
の
定
に

部
同
す

号
成
一
を
関

） ６
北
改
例
条

第
年
を
条
る

第
道
す
則
の

条
海
正
附
例

項
例
条
５
部

７
条
る
第
一

に
改

た
第
例
項
を

だ

置措

。

例

る

特

す

る

行

す 則規るす関に

号

こを

外

額
欄

月
額

料
月
給
料
る
給

い
給
て
る

け
め
受
定

を
に

に
任

の
と

員
額

職
月
た
料

月
の

料
員

給
職
る
付
よ
期

え
関
替
に

切
等
の
用

額
採

よ

に
、

定
任

の

条る
）
す

事

よ
付

給
る

つ
人

に
期

新

究

月
料

て
委

る
研

料
給

い

額

、
会

料
員

額
月

は
員

給

定

額
採

に
を

そ
の

月
の

欄

等

め
け

者
め

の
用

定
受

の

い

旧
期

替
に

る
て

の
る

切

）

）
す

料
た

給
間

え
関

給

号
平
お
正

月
を

る

月
職

料

て
る

書
）
成
い
す

し 、
附
海
第
北
用
例

北
則
年
準
条

道
２
海
す

員
及
条
場
成

職
項
道
る
平

の
び
例
合 含
北

給
第
第
を
年

与
３
関
、
）
。
道

に
項
号
む
海

こ

す
北
附
）
条

第

に 布公 す

号

。る

、は額月料
。
給
る
新
す

例
のそ

成平

の

額
そ

条

額
員

道海北年

受
者

す
新

を
の

例

と

て
新

成

。
料

け
の

平

る
給 月

い
給

海
、

期
月

北
は

た
料

年
額

第
び
第

る
海
則
並
例

間
額

条
道
例
学
２
に

の
職
及
海
）

等
校
項
北
号

部
の
第
地
則

一
員
び
道
附

改
与
項
警
２

を
給
３
方
第



、
る

正
若
段
け

改
項
後
受 に

の
く
第
者

前
し
学
は

警
は
亡
月
手
段

校
警
条
係

第
場
察
第
し
１
当
、

は
る

た
日
に
第

合
職

条
を
員
条
日

つ て
の

第
含
改
第
。
同
い
条

道
じ
条
学

７
む
正
６
以
日

道
例
条
。
例
校

員
る
海
条

与
例
地
」
例
）
第
職

給
条
条

方
と
第
の
１
員

う
条
改

北、）。う
例
昭
警
い

道
海
」
和
察
う
号
ち
の
正

の
う
の
含

員

部

成
規

一

む

職

。
一

平
会 則

部

員

。

）
を

の

以

附
を

給

下

下以。号

則
改

年
で
与

同

第
正

北
定

改
道

海

１

北

第 条

改

道

平
正

平

人

成

平

成
条
北

事

成

例
海

委

年

年
附
道

員

年

第
れ

員
職
４
こ

職
察
の
る

条
正
項
の

与
改
１
ら

給
員

若
に

第
例
段
定

例
条
後
規

第
は
す

第
条
く
当

条
１
し
相 規

項
規
第
る

１
の
後
定

職
第

項
。
条
項
下
前
道
４

以
例
の

１
改
項

こ
下
第
規
基
箇
員
１

日
以
正
後

れ
学
１
定
準
月

の
適
」
内
条
段

ら
校
条
の

規
員
規
用
と
に
例
若

の
職

１
く

定
給
定
を
い
退
第
し

。
し
条
は

を
与
に
受
う
職

る
る
）
た
の
第

市
条
よ
け

町
例
村
の
改
職
ま
職
規

規
条

立
規
正
員
で
員
定
条

職
。
。
、

と

に
第

い
年
員
）
以
同
定
例

び

１
よ
１

う
北
の
及
下
月

。
海
給

改
の

）
道
与
北
企
日
る
条

職
ら
正
規

、
条
に
海
業
か

す
企
員
同
後
定

市
例
関
道
る
業
給
年
の
に

町
第
村

道
よ

立
号
条
職
与

員
改

学
。
例
員
条
月
職
る

校
以

の
例
１

関に与給の員職校学道
職
下
昭
給
」
日
給
正

るす

る

す

に

じ

５
す

海
め

正

条

）
条

条
職

る

関

。

項
る

道

条

す

町

第
は

例

る

及

市
例

例
員
条

び

、

村
平

例

北

成

海

立
成

号
平

平

。
成
昭

道

学校
年

以

和

地方

職
北

下
年

年北

年

警

員
海

６

改員職

北

察

給
道

警
月

海道
）。ういと」例条正 附

海

職

与
条

察
に

則
職

会

月

月
第
員

規

月

に
５
の

則

日

支
項
給

日

７

給
第
与

―

す
２
に

土

る
号
関

曜

期
に
す

日

末
掲
る

）

の

に
額
等

当
る
例

手
げ
条

、
よ
第
の

段
に
条
定

関
を

改
項
用

第
る
６
適

定
け

の
前
規
受

条
正
の
を

１
察
は
も

第
警
又
た

４
の

職
あ

後
員
業
に

項
職
企
の

し
条
給
て

若
与
員
っ

段
給

よ
６

学
定
後
に
の
で
に
第

間
っ
る
項

校
に
の
あ
期
あ

察
て
引
て
改
、

職
つ
警
っ

給
て
職
は
き
、
正
学

員
い

の
職

与
規
員
、
続
同
前
校

職
に
道
員

条
定
給
退
き
月

条
し
員
支
職
改

例
す
与
職

２
場
例
、
と
給
員
正

第
る

与
例

条
合
第
若
し
さ
給
条

し
て
れ

第
に

例
１

２
お
条
く
在
た
条
第

与
と

与
後

項
い
第
は
職
期

員

和
の
い
同
条
の

給
市

第
校

与
町
年
種
う
月
例
学 職

負
村
北
類
。
に

担
立
海
及
）
支
第
給

法
学
道
び
の
給
条
員

用
る
１
与

に
校
条
基
適
す

第
に
を
期
項
条

規
職
例
準 関
受
末
後
例

定
員
す
給
る
与
号
す
け
手
段
第

学
条
。
る
る
当
若

例
校
例
以
条
職
に
し
条

和昭 第例条道海北年
職
」
下
例
員
つ
く
第

員
末
道

員

条
負
例

職
期

号

改
手
条

の

例
担
第

第
法に
号

正
当
例

給

第

与に

号
規
）

条
及

定
附

例
び
。

す

以
す
則

」
勤
号

関

。

２

い
手
以

る

下
る
第

と
勉
下

条

学 職
に

。
を

例

学
校
項

う
当

職

一

職
員
お

）
支
道

の

校
北、項５第則

の
い

附
給
員

部

員
の員職校学道海

整
部

す
調
一

給

給
て

則
さ

道

例
に
改

海

特
額
を

北

る
な
る

事

置
め
す

人

措
含
正

会

す
職
例

員

関
い
条

委

に

委

る
員

長

則

成

員

規
）
平

北

は
第
条
、

く
例
与
は

泉

年

例
当

第
条
の
該

を
し

第
１
用
職

条
第
適
退

７
項 、

者
職

引
後
る
休

り
た
げ

の

に
て
１
失
し
末
第
条

き

お
同
項
職
た
手
第
定

い
じ
後
し
者
当
条
規

て
。
段
、

及
項
よ

準
）
若
又
同
び
１
に

６
勉
後
る

用
又
し
は
年
勤

す
は
く
死

第

員
３

で
き
き

改

期

条

い
い
職

正
職
間

の
続
続
在

１
間
て
て
し
道
条
員
で

期

員
と

を
い
は

後

の
い
警
昭
い
て
第
項

給
う
察
和
う
道
。
職
条
段

与
。
職

６
し

に
）
員
年
以
員
第
若

同
正
項
く

関
、
給
北
下
改

２、

す
北
与
海

第

員
準
り
当
し

正

２

改
日
、
該
て
道
条

条

下以。

正
ま
引
期
勤
職
例

間
務
員
附

なと準職校学

第
れ
給

を

改

る
道
条
で
き

条
に
用

５
た
与

改

正
与
準

員
例

す

例
関
す

項
職
条

正

る
場

人
る

」

」
す
る

の 委
海
い

条
合

事
北

条

と

とい
例
を
例

定
者
新

関に与
職
公
条
公
す
を
た

例条るす
北

家

庫

員
益
第

る
い
に

国
道

川

海

海

雄

第例

睦

条

道

日
げ
者
に

ら

た
掲
た
号

公

者
あ
げ

３

）
る
で
掲
地
第

い
き
な
間

続
引
と
期

方

か

て
続
る

１
て
の
第

第
い
前
法

条
職
職 し

２

号
と
と
第

各
員
員
条

げ
、
引
又

掲
り
て
項

に
な

と
あ

者
準
続
北

る
基
き
は

員
附
し
っ

に
前
職
な
職
例

と
っ
改
則
て
て

お
条
員
か

る
号
な
た
正
第
在
、

け
各

し
成

新
に
っ
期
条
５
職
平

た
掲
た
間
例
項

に
げ
場
等
附
第
な っ
４

職
る
合
が
則
１
か
年

５
の
た
月

員
者
に
あ
第
号

け
者
項
人
期
１

と
と
お
る

っ
り
る
の
第
事
間
日

な
な
た
、
当
改
１
委

か

正
第

職
例
の
続
の
し
改
則

期
期
条
５

員
附
期
き
全
た

に
該
間
間
例
項

改
則
間
当

条
５
お
各
が
で
附
第

正
第

第
号

例
項
い
号
職
あ
則
１

と
も
５
の

附
第
て
に
員
る

職
げ
し
の
項
人

則
１
、
掲

５
の
員
る
て
と
第
事

第
号

号
員

項
人
か
者
在
す
１
委

例特の日
第
事
ら
と
職
る

職

１
委
人
し
し
。
、
会

）

項

庫
。
員

等

以
法
２

公
う

員

の
等
に

等
）
と

職

外
人
地
へ
規

職

な

一
す

及

た

国

方
の
定

員

っ

特

の

公

務
般
る

び

者

家

公

正

員

の
職

別

改

務

員
職
退

例

職

方
遣

法

条

退

地
派

の

務

の

附

員務公

手

公
者

律

て
者

ま
公

ら
と
っ
る

号

当

員

準
り
、
と

で
務

基
な

報

引
該
て

規
法

日
、
当
し

に

ま
続
間
務

す
昭

で
き
期
勤

定

期
き
の
し

る
和

の
該
期
期

別
年

間
当
全
た

特

で

に
律

お
各
間
間

職
法

に て
に
職
あ

属
第

い
号
が

職
職

な
ま
在
道

と
日
き
海

引
き
た
等

、
引
し
員

り
で

以
限

続
き
間
分

き
続
期
の

該
し
の
関

当
職
外
に

き
在

を
条

号
場
の
る

各
た
も
す

号
員
基
ら

掲
に
含
例

に
合

日
条
、
会
準
基

日
引
該
正

き

ま
日

当
続
を
例
学
規
日
準

職
で
で
ま

該
き
除
附
校
則

。
第
員
定
引
で

期
当
く
則

に
各
）
５
改
め
き
の

間
該

い
に

お
号
の
項
正
る
続
間

例
間
て
お

い
に
う
第
条
期

最
号
附
は
在
い

て
掲
ち
１

職
る
も
の
則
、
職
て

、
げ

た
職

員
者
遅
月
第
次
し
、

て
た

学
規

が
と
い
数
５
に

、
会
交
勤
期

校
則

号
員
事

又

員
定

学
規
流
務
間

職
で

で
に
た
は

改
め

校
則
等
し

条
日

員
定
よ
後
人

正
る

職

引
引
交

例
は

改
め
り
、
事

平

条
も
き
き
流

附
、

正
る

い
に

第
成

例
の
続
続
等

則

附
は
い

則
、
て
て
よ

５

当

第
４

第
平
前
職
り

項
年

定

第

法

員

規

則

５
成
条
員

の

り

第

和

遣

よ

項

昭

派

に

５

等

に

の

法

関

項

号

年

に

同

１

法

定

料

第

る

規

給

律

す 律

す

の

る

調

号

る

す

成

庫

額

第

平

公

整

）

、
掲
員 し
の

者
。

職
げ
と
も

る
号

北
下

か
者
て
を

で
以

員
る

人
し
職
む

海

ら
と
在
含

た
）

に
」

事
て
し
。

道
法

務
い

流
務
期
以

勤
と

交
勤

に
た
又
の

す
う

等
し
間
外

人
の

も
）

よ
後
は
も

る
。

り
、

号

引
引
事
と

の
第

外

げ
お
む

者
る
）
和

る
け
。
昭

と
当

道

勤
号

海

て
各

北

し
該

年

の
項
掲
期
員

し
掲

条

務
に

て
と
算
第
げ
間
が

人
し
日

事

交
勤
す
定
１
る
以
人

事

間
の
交

流
務
る
）
号
期
外

に
た

び
と
在
流

等
し
。

及 察
る
し
に

よ
後

警
す
職
等

１
月

引
引

職
。
た
よ

り
、

各
と
該

項

号

及
日

第
年
号
な
各

号
２

月
掲
た
に

び
か

１
４
に
っ

察
基

及
１
げ
者
掲

警
ら

号

者
あ
る

職
準

び
日
る
で
げ

ま

察
ら
と
っ
者

員
日

警
か

等

等

７

、

職
基
な
て
と

改

額

２

法

員

月

の

年

職

の

条
な

算

１

第

み

の

第

律

と る

基

）

れ

の

に

号

さ

定

項

き
き
交
す
３

第

規

第

い
い
等
。
第

続
続
流
る
条

て
て
に

３

次
職
よ

項

号

該

号

各
と
当

１

の
員
り

第

に
っ
各

か

号
な



そ
条
分
端

平

例

前
の

の
数

成

計

附

項
月

算

則

第
に

第項前

年

正
で

２

１

第

３
つ

を
）

り
職
例
各

り

本
よ
道
条
の

与
職
又
給
員
附
月

給
道
文

例条
を
員
は
与
改
則
の

和
減
給
企
を
正
第
う

昭

例
場

。

例
限
条
条
る
北
む

。
し

合

）
海

道
第
る
若

道

職

条

員
条
）
く
平
を

給
た
、
は
成
含

市

。
律
停

間
く
さ
又
第
く
法

２

。
れ
は

期

条

非
）
る
公

）
第
職

第

常
と
北
益

を

間

例
間
業
い
第

し
海
法

い

労

第
を

た

除

期
条

働 係

）
。

を
５

関

号
く

間
の

５

号
い

乗

月

項

又
て

じ
第

は
支

て

日

号

５
さ

た
１

第
給

得

土

及

号
れ

額

曜

び

に
た

日

警

掲
給

以

）

職

る
の
察

げ
料

下

、号

改

間
が

則
員

期
額

附

掲に号４第は又号２第

業
減
条
５
ち

げ

正

の
道

第

の

さ
条
職
額
例
項
次

額
与

れ
則
１
い

れ
例
員
さ
附
第

与
た
第
号
ず

た
第
給

期

項
人
か

間
条
条
期
５
の
れ

委
該

文
第

第
事
に

本
例
間
１

、 校
第

、
会
す

学
条

号
員
当

職
１

学
規
る

第例条道海北年

例

２

員
項

校
則
月

第）号

む

町
第

与
だ
北
企

条
し
海
業
年
。

村

若

学
号

例
書
道
職
北
）

立

給
道
し

校
）

第
若
職
員
海

し
員

第

条
く
等
与
条
く

職

た
は
の
条
例
は

員 与
第

だ
企
育
例
第
北

給
条

号
道

負
３

し
業
児
第
３
海

書
職
休

校

法

、
員
業
条
）
学

担
項

学
給
等
第
第
職

に
同

校
与
に
２

項

職
て
道
人

う
号

１

勤

第
第

の

員
在
職
等

。

法
） ２

規

職
員
へ

）
定

法
し
等
の

又

の

に

の

第
た
の
北

は

条
条

期
処
海

育
よ

規
休

定

り

条

定

間
遇
道

児

規

に
員

業

に

派

の

に

を
等
職

り

う
関
等

期

よ

遣

５

よ

い

れ

１

育

。
す
の

間

り

さ

第

児

）
る
派

停

い
第

休

、
条
遣

地

職

て

項

１
を

う
１

法

第
）

和

の
う

）
に

昭

条
い

。
項

２
。

、
規

法

規
、

学
す

年

の
）

大
定

第

に
従

修
大

律

定
専

院
る

よ
休

学
学

り
職

休
院

職
間

期
学

）

休
期

業
修

号

第
例

る
員

項
条

あ
職

５

第

則
正

１
附

月
改 附

礎
５

号
例

基
第

前
条

号
１

当
第

」
第

該
則

額
項

に
第

う
に

る
項

い
号

す
５

と

を
１

。
規

月

北

号

）
定

月るあの間期る

給

職
で
の

す

除

条
項

改
め
と

与
同

員
定
数

第
弧

条
月
る

例
括

正
る
す

書

例
数
。

第
平

本
掲

則
、

条
に

附
は

、
る

５
成

文
げ
警
場

項

に条

職
を

１
４

察
合

第
年

を合場るす用準ていお

条
員

規
条

む

員
除

号
月

含

す
又
第
の

定
例

職
条
関
項

給
第
る
は
３
勤
第
す

員
例
条
北
項
務

る

与

条

条
条
例
海

時

学
第

例
第

道
同
間

校

休

員
２

第
１
平
職
条
、

職

項
成
員
例

項に

条

４
の
第
暇

の

等

勤
お

た
同
年
勤

関

時
い

だ
項
北
務
条
に

務

間
２
す

間
て

し
括
海
時
第

書
条
、
項
る

、
準

書
弧
道

規

業

派
例
等

方

に

い

に

、

を

た

遣

に

公

さ

員

て
し

期

定
期
昭
関

務

れ

る

の

い
て

間

す
間
和
す

い

る

児

期
た

給

短
外
年
条

育

た

の
海

休

間
期

料

時
国
北
例

間

の

間

等

い
を

全

勤
地
道
平

業

を

に

う
い

額

務
方
条
成

う

を

の
公
例

す

）

支

職

。

共
第
年

関

。

体
号
海

る
給

を

）

団
１
北

に

間
休

さ
法

業

６
育
し

第

れ
第

教
を

条

て た
の

務
い

項

い
条

公
て

１

間
第

特
期

だ

期
２

員
た

た
１

例
間

し

料
た

い

に

給
項

法
を

書

全
し

和
。

定

の
だ

昭
う

規

）

す

合

。
学

満
る

く
、

に

額
書

計

）
校

た

海

改

も
に

あ
員

い
額

で
職

な

っ

の

て
正
、

道

給
は
い
又

の
く
つ
俸
下

公

に
３
は
給
給

与
第
て
は
昇

警
同

与
。

び
ら

給
く

及
か

例
の

察
年

条
）

第
規

職

定

員
月

附

職
北

１

２

条
に

改
ま

給
道

則

施
こ
施
北

平
員
海

定規の）。
行
の
行
海

成
与
条

第

よに

休
に
条

休
用

２

期
規
日
道

掲
第
暇
お
例

暇
す

警
に
例

職
げ
３
等
い

等
る

察

関
合

員
る
号
に
て
平

に
場

す
を

給
場
）
関
準
成

与
合
第
す
用
る
す
年
含
る

条
に

の
任
う

表

医

初
よ

別

附

占

、
任

改

８

療

給
初

に

第

第
条

律
れ

め
の
）
道

法
さ

関
２
例
た

る
機

成
間

員
等
条
第

平
期

職
に
第 項
）
除
年

派
１
号

３

を

を

除
遣

海北

の

こ

初

道

実

の

任
平

人

規

給
成

附

施

事

に

則

、

支
は

法
非

許

を
又

年
、

る

さ
方

第
勤

を

給
地

律
常

可

た
営

号
員

け

れ
公

１
職

受

期
企
て
）
期 ５

第

第

附
生

４

条

則
じ
雑

条

料
等

附
５
と
）
こ

第
た
則

額
と

す
の
当
月
」

関
項
、

る
規
該

報

条
定
昇

い

の
適
又
日
。

例
の
格
同
う

部
を
降
お
に

一
用
は
に
）

改
け
が
て
り

を
受
格
い
よ

す
職
い
給
俸

正
た
な
昇
号

る
員
も
、
又

担
第

項

日
則
に
職

年
負
例

若

）
は
お
員

北
し

、
け
の

海
法
条
規
）

く

平
る
給

道
に
号

格
に

例
定
附

は

成
昇
与
第

る
第

３

年
又
関

第
す
則

は
す
項
）
校
項

、

月
降
る

号
学
２

日
の
例

附
職
に

北

１
格
条

の
い

道

か
特
等

則
員
お

海

職

学

ら
例
の

第

則

格
、

す

給

昇
給

正

中

昇
格

。

大

表

、
昇

る

料

等
昇

教

給
、

学

の
給

育

基

料

準
の

給

俸

基
等

職

号

す
に

を

関
準

表

」

に る
関

委

は

昇
年

則

関

員

し

、

格

会

必

平

、
月

規

要

成

昇

則

給
日

な

７

事

年

等

－

の

項は

月

基

、

１

準 る

委

ら

す

事

か

関

人

日

に

第
第
は

規

則
項
き

の
員

施

れ

定

項
号
こ

に

５
２
、

則

号
警
切

る

１
び
を

め

第
及

て

の

礎
職
捨

の

基
察
り

も

は
正
も

か

又
改
る

ほ

額
員

給

条
で
の
特
は

道
条
の

、

こ
し
昇
料

例
、
と
別

成
規
場
又
額

平
の
た
給
月

則
合
は
を

北
施
そ
職
定

年
の
に
復
決

道
の
者
等
れ

海
行
の
時
さ

例
に
同
お
こ

条
日
が
に
る

号

格
に
る
と

第
昇
日
け
と

外

項
与
準

校

施
）
一

２
給
て す

員

す

を

若
に
用

職

行

部

。

正

く
す
る

の

る

改

し
関

る

第
条
合

与
す

は
る
場

給
例

項
の
含

関
条

３
例
を

に

一
む

す
成

れ
を
）

条
平

こ
部
。

る
ら
改
又

例

俸

医

規
す

号

年

の
正
は

の

療

規
則
る

道
一

給

海
の

を

職

北
則

」

事
を

大

表

人
部

料

員
正

教

委
改

学

会
す

育

則

料

則
規

給

俸

規
る

職

号

定

る

の

が

す

則

会

行

規

７

。

を

道

る

部

海

め

。

一

北

規

会

る

員

す

委

正

事

改

人

職
例
と

平

こ

長

を

員

則

委

員
附
す

成

改
則
る

正
第
。

年

条
５

給

則
２

支

附
第

に

例
項

月

げ

期

項
掲

る

５
に

す

第
号

号
額

手

２
る

末

第

号
又
受
給
な

第

）
は
け
料
る

則
格
こ
額
員

附
降
る
月
職

第
を
と
の
に

号

項
た
な
整
っ

２
し
と
調
あ

若
者
る

て

し
に
号
以
は

定
る
海

部
北

規
す
北

一

、

市
例
地

改
道

を
条
道

を
海 例

町

方

正
条

立
成
察

る
第

村
平
警

す

職

条
号

学

に

－

表

」

）
例
校
年
員

改

」

部

。

一

俸

る

の

号

め

）

布

川

公に

泉

こ

次

、に

を

１

に

、
に

当

雄

。る

睦

す

員
満

る

職
未

す

校
円

関

学

置

条
数

措

正
端

例

改
の

特

例
を



職

の

安

務

公

職

イ

級

給

級

５

６

７

８

９

２

３

４

ア

級

級

級

級

級

級

級

級

級

職

の

政

務

行

職

１

給

級

級

別

る

表

北

給
。
別

第

海

表

道

料

２

給

第

人

料

２

の

事

の

を

調

調

委

成平

整
調

次

整

年

員

額

給
の
る
を

料

昇
日
よ
定

給

等
前
改
適

の

平

が
日
正
用

調

成

な
に
後
す

整

い
受
の
る

額

年

整調

表料

円

料

円

円

円

円

円

円

表

、しだた

調

。

円

円

円

円

俸

整

号１

整

の

基

会

額

よ

本

に

規

に

う

額

関

則

関

に

表

す

７

す

改

る

－

規
る

め

第

則
規

る

３

道
一

係

海
の

関

北
則

。

条

事
を
人
部

）

月

も
け
初
。

に

委
改

日

の
て
任

関

月

と
い
給

す

し
た
、

る

日

た
号
昇

規

場
俸
格

則

土

合
又
、

の

曜

の
は
昇

一

日

号
給
給

部

）

基

正

又
月
の

改

俸
料
等

を

本基

給
及
準

す

は
額

海

る
会

北

す
員
正

本基

円

委

－

事

７

人

則
則

道

規
規

員

次を

長

部

員

一

委

の

会

）

則

月
こ
関

規

料
び
に

る

泉

受
規

こ

）
を
る

を

額
れ
す

公

こ
て
第

に

び
け
則

こ

及 れ
い

は

る

受
期
又

す

を
た
条

布

る
と
第

。

け
間

こ
み

北

５

職

１

エ

２

３額

と
な
条

職

１

２

ウ額

学

務

３

大

４

海

正改

睦

にう

川

よの

事

務

し
及

４

５

６

７

８

９

す

雄

る
こ
第

な
て
び

と

海

期
の

同
に
規

を
則
の

間
規
条

道

１

２

３

公

級

級 だ

た
俸

た

。
号

。

円

円

だ

し

し

、

、

級

級

教

の

号
、

号

２
円

１

職育

級

級

給料表

た
俸

調

。
号
円

円

円

だし

級

２
円
、

給

級

級

級

職

の

整

号
、

円

料表

た
俸

調

。
号
円

円

だし

級

２
円
、

級

級

級

級

級

級

整

号

円

しだた。円

円

円

円

円

円

級

級

級

号１、

報

俸

た

。

。

号

号

。

円

円

円 だ

た

た

俸
だ

だ

し

し

し

、

号

号

号

２

２

２

円

円

、

、

俸
６

俸

号俸

円

円

、

、

俸

俸

号

号
円

２

３ 円

号
俸
６

、

円

俸
円

号
俸
７
号
、
３

基

円
、

俸

本

円

俸

円
、

俸号３

基

、円

本

俸

、円

俸

俸

俸

円

号

３

３

３

、

、

、

円

円

円

俸

俸

俸

号

号

円

円

円

号

、

、

、

外

俸

俸

号

号

３

４

、

円

俸号４

５

円

、

額

俸号４

５、円

額

号

４

４

４

５、円

第

俸

俸

俸

号

号

号

５

５

、

、

円

円

円



４

成平

３

級

年

カ

級

級

級

の務職

１

２

級

第

校

項

学

考

中

３

４

備

高

職

１

２

オ

高
２

及

級

級

５

備

校

級

級

級

学

の

等

務

規に
考

４

大
定

級

級

月 日

円

る
し

土

条
、

曜

１
例

日

号
別

円

）

の
俸
表

）

備考
円 職校学立村町市 員

円

円

円

。

。

号

号
９

調

号

た

た

俸

俸
俸

だ

だ

円

し

し

、

、

円

円

２

２ 俸

、

６

６

整

号

号

円

、

、

号

号

俸

等
号

び

学
に

小

校
規

学

教
定

校

職
る

育

９

職

育
す

教

円

円

給

俸

海
に

給
教

職

号

北
員
道
あ

料
育
表
職

料

学
っ

」
給

表

校
て

と
料
、
を

員
、

は
表

円

職
は

教

の

育職給 表

調

。

。

号
９

号

料

円

円

た

た

俸
号

俸

俸

だ

だ

し

し
円

、

、

円 ６

６

整

号

号

、
円

、

２

２

号

号

俸

俸

学
す
教
る
育
教
職
育

表
料

た

料
給

。

給
職

円

円

１

は
い

、

と
を

し

」
表

だ

海

俸

北
。

号

、
う

に
考
員
備
職
の
る
表
め
同
定 に

職
、
る
は
め
て
定
っ
に
あ

北

るす定規に法担負与給 校学

俸

俸

職

員

号

円

円

俸

基

円

円

、

、
、

３

３
７

号

号

、
号
円

俸

俸
俸

本

円

円

号

４

４
円

、

、

俸
、

号

号
８

北
い
海
う

給

道
。

与

員

る

職

す

校

関
）

学

に
円

関

第

に

表

与

別

給

例

の

条

俸

俸

る

の

す

２

円

円 号

、

、

３

３

基

円

円

、

、

号

号

俸

俸

７

７

号
俸

俸

本

円

円

、

、

道

８
号

号
、

、
４

４
円

円

職員 例条るす関に与給の

円

４第

に
）
っ
円
あ

海

だ
、
た
は
。
て

道

５

６

７

公

す関に与給の員

号

俸

俸

円

額

俸
、

円

円

４

ケ
５

５
、
俸
円

、

、

号

考

条

備

療

務

医

職

１

２

３

例

ク

１

る

第

め

条

定

５

に

第

俸
８

療

務

医

職

１

２

３

４

号

号
俸

額

俸

俸

円

円

、

、

円

１

２

３

４

５、

５
、

５
円

職

備

キ

号３第項１第条

級

級

級

る

究

務

考

研

報

級

級

級

級

級

職

の

円

円

円

料給 表

だ

た

た

調

。

。

円

円

円

円

整

号

号

２

１

、

、

し

し

だ

料給

級

級

級

級

級

職

の

表

だ

た

た

調

。

。

円

円

円

円

整

号

号

２

１

、

、

し

し

だ

級

級

級

級

級

。

号

号

。

。

円

円

円

円

円

だ

だ

た

た

俸

俸

た

た

。 だ

だ

し

し

し

し

、

、 号

、
２

２

１

１

円

円

、

、

級

学

職

の

号

号

号

の
校
員

表

学
職

料

中
校

給

校
関

学
に

調

小
与
び
給

及

整

給
例
職
条
育
る

教
す

外号

俸

俸 俸号２

基

、

円

円

俸

俸

円

本

俸号３

基

、円

円

本

号
俸

俸

俸

俸

６

円

俸

円

円

円

円 俸

７
号

号

、
３

３

円
、

、

号
俸
俸

円

円

第
」
条

表
２
料
第

円
、

、

町
規

市
に

基

、
項

は
１
と

育

本

校
教

学
る
立
す

村
定

員
職
職

第 号

俸

俸

８
号

号

、
４

４

額

額

号俸
円

円

表
与
料
給
給

５

５

円
、

、

規
。

に
う
法
い
担
を

額

負 す定



上

以

以

以

年

年

年

１

２

３

上

上

別

す

表

間

。
表

１

期

る
別

分

の

条

年

区

次

６

の

を

第

よ

関

北

初

海

こ

初

道

初
任

の

任
平

人

任
給

規

給
成

事

調

則

調

給
委

整

は

整
年

則附

調
員

級

級

３

４

５

６

７

手

、

手

医

職

１

２

コ

級

級

級

平

療

務

成

職

の級

級

級

給

年

満

未

未

未

年

年

年

２

３

４

満

満

め

の

改

員

に

）

未

職

う

係

１
め

第
第
占

。

分

る

満

区 ２条
号
る

第
の
職

１
職
員

項
を

円

整
会

手
当

平

当
月

規

に

成

に

当
則

関
日

関
に
７

関
す

年

す

－

る

る
す
規

月

規

る
則

１

則

日

の

規

を

一
海

ら

部

の
北

か

一

則
事

す

正

を
人

行

改

部
道

施

、しだた。円

円

円

円

円

俸号

俸号１

６、円

料

号

表

月 日

号
円

円

調
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。

土

た

た

俸

曜

だ

だ

日

し

し

）

６

整

号

号

、
２

２

円
、

、

号
俸

俸

２
２
め

第
第
占

条
号
る

第
の
職

１
職
員

項
を

円

２
３
め

第
第
占

条
号
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第
の
職

１
職
員

項
を

円

す
員

。

る

北

正
委

る

す

改

を

人

規
規

則

道

る
会

規

海

に

員

－

こ

委

７

こ

事

則
則

公

会

部

る

長

一

す

員

の

布

委

）

泉

を
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円
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俸

円

円
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号
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３

基

円
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４
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、

円

円
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号
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２
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年
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年
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年

年

年
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額
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５
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円
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５

６
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８
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上

上

以
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年

年

年

年

年

上 満

満
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未

未
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年

年

年
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上
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以

以

以

以

以

以

上

上

上

上

未

未
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年

年

年

年

年

年

年

満

満

満

満

満

満

未

未

未

未
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上

上

上

以

以

以

以

以

以

以

上

上

上

上

未

未

未

年

年

年

年

年

年

年

満

満

満

満

満

満

未

未

未

未

満

上

上

上

以

以

以

以

以

以

以

上

上

上

上

未

未

未

年

年

年

年

年

年

年

満

満

満

満

満

満

未

未

未

未

満

上

上

上

上

上

以

以

以

以

以

５

６

７

８

９

報

未

未

未

未

未

年

年

年

年

年

満

満

満

満

満

号外第 号
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５
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第
条
第
第

４
第
６
２
条

平

条
４
条
項
の

成

第
項
第
第
４

２
を
２
２
第

年

項
削
項
号
２

第

２
め

２

め

項
る

条

第
住

る

る
人
の

２
宅

者
第
第
者
事
５

、
条
条

員

号
は

は
２
２

委

次
第
第

会
道
及
、

第

２

１

２

住
第
号
第

項
条

第

居
２
中
２
職
の

住
手
条

条
員

２
４

居
３
外

号

居
当
第
に
の
以

関
項
住
の
の
道
及

手
に
２

当
海北

こ

住

道

の

居
平

人

規

手
成

事

附

則

当

委

は

に
年

則

日たっ

員

備

以

、

関

考

上

上

表

以

以

のこ

年

年

を
る
中
、
項

月

削
。

学
第

り

生
校
２

日

同

た
員
に

、

じ
職
号

土

条

と
給
規

曜

第

き
与
定

日

３

は
条
す

）

合

中

」
第
場

項

、
例
る

を

第

条
に

２
２

規
職
び
新

１

生
の
係

察
及

各
項
項

則
員
警
築

の

２

定
与
職
び

号
第
第

で
給

入

掲
号
号

め
条
員
購

に
１

住
第
与
以

げ
に
に

る
例
給 条
外

る
掲
掲

住
げ
げ

宅
の
第
事

宅
る
る

）
条
例
の 由

の
住
住

区
宅
宅

５

職
う

２
の
よ

分

の

第
条
に

警

に
す
中
す
次
住
職
び

に

関
る

る
に
宅
員 与

職

す
規
の
職
次
の
給
察

２
築
条
員

る
則
各
員
の
新

規

号
」

第
与

則
北
」
を
条
者
例
給 条

の
海
を
削
を
等

一
道
削
り
加
）
る

の
第

部
人
り
、
え

条
例

を
事
、
同

改
委

項
。

５

げ
２

２
の

正
員
掲
第

第
条

す
会

会

平

す
月

規

成

る

則

規
日

７

年

則

－

の

月

一

１

部

行

る

施

す

ら

正

か

改

日

を

す

規
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にお 間

満

満

期

未

未

てい

年

年

欄分区の に掲

」

た
の
住

項

じ
２
る

るげ

き
第
手

を

と
３
居

第
受

項

又
項
を

前

、
２
当

改

員
号
て

に

職
２
け

」

は
く
場

、

道
し
る

め

が
若
い

項

員
は
合

同

職

北

応
員
ち

項
４
り

を

給
警
に

事

２
２
得

じ
の
人

第
第
取

第
た

当
養
委

号
項
し

、
扶

各
族
会

学
２
住

該
親
員

、

定

職
に
と

号
た
が

校
号
宅

定
る

定
者
め

員
規
す

に
る

条
る

る

住

与
す
。

め

る

給

４
す

人

第
事

と

例
人

者

宅

則
」
中

第
第

る
規
る
号

項

則
７
の

２
２

規

に
め

、
第

－
次
認

号
項

る

学
２

宅
員

職
に

の
住
職

校
号

）
居
を

給
定

部
に
」

員
規

一
住

与
す

を
る
め

例
人

の
す
定

条
る

次

。

を

北

る

則

」
る

第
事

よ

布

委

公

事

に

人

こ

道

こ

海

年

泉長員

。

委

る

会

す

員

は数 、採 は又日の用 第４

て

条

条
職
い

同

与
察
お

条

第

例
員

海

与
れ

２

第
給
こ

項 、し

の
例
の

と

条
条
ら

道 公

考備

委

る

事 会

２
規

員

の
会

。

委

条
員

め

第
定

定

３
で

が

の
則

の

平

の

宅

記

宅

上

住

住

委

う
を
住
え
」

の
会

改
加
宅

条
員

に
同
改

の
則

す
、
に

２
規

正
第
る

第
定

。
項
め

３
で

る

。

□
□

住

住
宅
の
所
有
関
係

届な主
新
住

所

そ

の

他

宅

出

有

居

の

雄睦川 手

者

居

権

。

命

住
す

任

ま

職の号各 員と

に
め
改
別

の

号
改
に

そ
な

定

る
第

規
、
め
記

２

す
生
。
１

報

の

と

成

新 は

確

年

氏

取

又

りお

職

築

理

る

月

入

す

）

購

得

認

名

新
購

平

□
□

日

由

日

。

の

宅住るいてっな

築
入

成

所
さ

譲

所

扶被の人本□

更

地

有
れ

渡

変

権

在

規
の

る

を

の

い

あ

保

権
て

の

担

宅

と

□
□

的

住

住

留

目

る

□

□
□

□

有
の

所
そ

宅

保

係

本
本

本
本

本

関
他

□

被

変

の

の

の

人
人

人
人

人

当

扶

扶

由理の
更

被

則規る

）

す

長

関

属

に

所 務
学

名

委

勤
務

職

事人

様

員

住

規

）

会

庁
校

７則

勤
名

そ

該
日

式

当
た

様

る
じ

号

に

を

若
次

２

築
の

の

新
」

く

次

し

に

入
５

う

購
は

よ

は
又

の

日
を

改

の
年

号外

月

続
与

相
贈
□
□

年

印

他の

欄

そ

裁

□

日

決

者養

本

本

本

□

□

□

者

者

養

養

養

扶

扶

扶

の

の

の

人

人

人 名

）

族

族

族

親

親

親

養

養

入

有

義

義

所

名

実事

日

の

の

の

居

権

上

上

平

平

存
平

有

有

保

所

所

の

－

生発

）

居

に定

名

規

氏

の条３第

平
届

づ基

成

住、き

年

宅

た
起
し

。

ら
過

る

か
経

め

え
年
加

５
を
て
」

し
日
算 過経

、
を と

日
た
の
し
そ

第 号

）

年
移は

成

成

又
成

者

者
）

年

月

月

記
月

登の

年

年

転

の

日月年

日

日

日
日

）

月

有所

月

等係関

日

を

提

け届

出

出

、は
を
き
」

）

」
日
れ
の

ぞ
ら
れ
れ

そ
そ

に
」



年

年

成

成

平

平

月年成平

月

月

記別

発

所

第

属

届

改

２

定

生

号

の

様

出

年

式

も

、

な

る

け

要

２
３

４

の
主
住

備
事

と
な
宅
そ
考
項

）

居

１

表

住

平

届

項

成

入

の
２

記

こ
第

上

住
号

年

日
ら

で

か

ま ｝

日

日

年成平

ら

で

ら

で

か

ま

か

ま

｝

｝

月

年

年

年

成

成

平

平

の

月

第

日

４

日

）

条

事

及

内

び

由

８第

容

関条

提

係

出

）

他
欄
記

す
届
の
の
」
を

年

し

。
の
有
」
に
載

る
出
所

お

由
係
に
、
て

理
関
欄
は

も

欄
欄
、
命
く

」
」
は
任

と

は
は
該
者
の

に
に
当
権

、
、
住

居
該
の
の
る

住
当
宅
そ
す

を

の
宅
入
任

届
住
購
委
。

の

居
又

な
つ
等
受

主
に
者

注

届
は

月

意

は
警
、
察
道
職

日

職
員
員
給

土

給
与

曜

与
条

日

例
第

条
例

）

第
条

成平日月

５
第

の
４

条
の

日月年

１

第
号

第□
第

第

□
□

□

平

平

日

日

月

月

１

２
括

１

日

日

月

月

年

年

成

成
第

第

□

□

□
□

□

□
□

□

１

１

第
号

第
号

第
第

第

第

氏

月

２
括

２
括

１
１

１

１

日月年理受

名

日

住

由
て
つ
た

理
い
に
け

当該

こ
含

い
有
て
を

の
共
い
者

か
に
に
。

れ
係
れ
む

ず
関

て
こ

レ
る
じ
が

に
あ
準
）

付
に
印
住

を
欄
レ
の

印
同

け
を

る
げ
付
届

け
掲
を
居

と
す
も
理

の
者
る
受

も
る

２
号

第
２

項
第

１
項

第
１

職
る

校
す

学
定

、
規

号
に

給
員

員
職

与
が

例
出

４

条
届

北

第
をす

２

３

第
書

第

第

項
弧

項

項

号

号

２〕 円

項

月

円号１第項

年成平

第

項
弧

項
弧

項
項

項

項
項

３

第
書

第
書

第
第

第

第
第

号
号

号

２

２

１
２

３

１
２

号
号

号
〕

〕

円

円

円

円

月

月

年

年

成

成

平

平

居

文条

手

額

みの

賃

家
間

決

家

借
借

定

当

〕

給支

認

日

る
て
と
た

す
べ
の
し

の

他

印
。
の

レ
る
そ

。
に
す

付

必

を

別

裏

記

）

２第

の
と

×

条
る

２
き
の
に

海

）型

１
す

縦

第
用

）

３
使

公道

日
ら

で

か

ま ｝

日

日

年成平円

名氏職

ら

で

ら

で

か

ま

か

ま

｝

｝

成

氏

成

氏

平

職

平

職

円

円

期始

年

年

名

名

定

住

の
等

簿

当

額

手

月

居

定

及
規

道
学
警

則
び

の

員
職
職
同

改

職
校
察

）
北
条

定

式様号 改にうよの次を）表

報

日

日

月

月

日月

与
給
給

海
に

）
規

給
員
員

づ

る
に

条
与
与

道
基

す
定

例
例

事
く

。
従

例
条
条

人

第
第
住

い

第

居

左
委
手

記
員

条

規

５
の
の
当

の
会

の
条
条

り
７

の

関

お
則

２
４
に

と

る
－
決

３

す
２
を
け
年
る

第
書
受
５
す

備

。るめ

外号

過

第
く
職
経

項
除
る
を
。

の
あ
る

号
）
に
す

２
。
員 は

記

号
当
て
を

同
手
っ
日

弧
を
、
入

考
括
額 〕

第 号



地
。
３
、

特
る
第
は

す

て

平

勤
特

条
当

成

務
地

第
該

手
勤

２
各

委事人道海北

年

当
務

項
号

員

成

て
あ
、

地
平

い
が
ず

特

作
る
当

勤

成
場
分

務

則規のこ２
さ
合
の

手
年

１
の
れ
に
間

当

表

平

備

こ

）

成

考

決

の
附

年

定

規

家

則
則

月

賃

は

成平

月

月

年

年

成

成

平

平

月年

等
手

中
に

月

に
当

定

関
等

め

日

る
関

日
日

す
に

同
る

土

規
す

が
に

曜

則
る

平
係

日

規

成
る

）

給

北
則

月
び

道
一

４
及

海
の

年
料

人
部

－７則規会

事
を

１
扶

て
お
、

等
月

い
い
使

に る

住
は
す

す

る
て
用

関
日

の
と

則

届
こ
こ

規

居
、
る げ

部

記
則
妨

一

別
規
を

の

号
る
い

改

１
よ
な

を

第
に

規のこに現、際の行施 よ
様
改
。

正

に則

額

、

の

日

欄

平

ま

上

成

で

段

｝

は

年

第１項

月

第

１

１

日

号

か

平

に

ら

る

成

係

施

年

額

行

日

日

を

ら

で

ら

で

ら

か

ま

か

ま

か

｝

｝

日

年

年

成

成

平

平

ら

で

か

ま ｝ 年成平

ら
当

員
正

か
手

委
改

日
養

則
規

年
つ

規
る

同
に

会
す

い

７
則

北

－

月
て
日
海

部

の
員

一

で
職

の

ま
道

）

間
の

北

そ
後

る

北

式
正

す

に
給

を

を

人

２
住

則

道

の
の

規

海

る
当

こ

委

限
手

こ

事

に
居

布

委

）
関

公

会

。
に

に

員

住
規

る

長

は
る

す

員

又
す

居住の前正改る
居
則

。

規
手
の

泉

るす関に当手
す

月

、

る

下

。

年

第項

成

１

平

第は

日

段 る

日

係に

月

号３

括
１

記

第
号
第

を

□

□

額

年

成

成

平

平

日

日

月

月

２

日

日

月

月

年

第
第

□

□

□

□
□

□

□
□

第
号

第
号

第□

第

第
第

第

２
括

２
括

１

１
１

１

１
１

日月年成平日月

１

号

第
第

第

第

□

□
□

□

□

２
括

１
１

１

１

第

職
関

よ

る
に

の

あ
与

次

海

例
あ
条

改

に
る

に

員
す

う 正

っ

道

道
成
職

公

員
前

関に
平
職

定

川

当
規

す
成
員
年
給
項

わ

雄

の
か
簿
か

睦

定
に
認 す

警
に
３

紙
ら
用 条

職
る
次
よ

中

る
察
よ

に

定規の則
例
員
も
の
る
前

第例づ基に 号）
の
給
の
各
。
項
に

３

る

第
書
第

す

項
弧
項

入

号

こ

２〕

と。）

円
平

及

成

一び

年

職般

弧

項
弧

項

項
項

項

項
項

月

書

第
書

第

第
第

第

第
第

項

号

２

２

３

１
２

３

１
２

第

号

号
号

号

号

〕

〕

円

円

円

円

号２第項
年

年

成

成

平

平

第

第

項
弧

項
項

項

項

月

月

号

２

１
２

３

１

第
書

第
第

号
号

号
〕

円

円

円

月年成平

給
北
与
各

北
条
道
例
に

年
与
海
条
号

報

道
及
例
規
め

海
例
条
の
定

に
日

条
び
第
定
る

例
北 道
）
る
平

第
海
号
よ
が

号
地
の
も
成

）
方
施
の

び及例条る
の
警
行
と
年

の
し
４

付期任の職般一
け

一
与
と
号

各
受

研
施
察

例
た
掲

に
て

部
条
し
に

号

改

場
げ

定
い

を

の
職

る
」

正
第
合
る

め
た

が
あ

る
条
給
員

日
と

す
５

例
２
及
対

平
る

条
第
料
に

項
び
す

成
のは

平
に
扶
る

の条１第
成
お
養
前

年
、

項

４

後正改るよに定規

い
手

の
の

日

任期

ま

付

で｝

用採の員究研

職

等

氏

に

名

関

日

日

ら

で

ら

で

ら

か

ま

か

ま

か

｝

｝

氏

成

氏

成

職

平

職

平

円

円

日

年

年

名

名

ら

で

か

ま ｝
年

名

成

氏

成

平

職

平

円

円

年

の
員
に
場
１

行
職
日
た
月

に
給
け
の
か

日
の
お
合
日

け
に
同
と
同

お
与
る
」
ら

る
関
条
す
年

同
す
例
る

条
る
第
。
月

例
条
１

１
の
の

ま

第
例
条

日

号

等用採の員究
条
一
規

で

の
部
定

の

例条るす関に

外

規

１
係

年
て
当
の

月
に

の

北

の 額
の

か
給

海
平
月
定

日
る

）
適

ら
料

道
成
条

を
に

年
び

例
年
」
用

同
及 扶

第
改正
削
つ

手

号
後
り
い

月
養

）
の
、
て
条
、

ま
に

第
給
同
は

日
当

職道
条
条
に
当

で
つ

１
与

道海北び及例条与給員
るす

方
の
例
次
該

の
い

地
正改を部一の例条 るす 条

４

例

日

日

月

月

日

日

月

月

規
を
に

間

第

定
改
よ

に

よ
す
改

る

に
正
る

あ

る
る
正

職

号

後

警

同

正
例
の

改
条
後

員

の
平
察

項

て
例条るす正改を部一

と
１
号

に
北

規
」
の
各

間

定

る
道

に
い
項
に

あ
海

定

員

る
。
加
め

職
職

よ
う
を

正
の
る
と

の

改
）
え
る

員

定

ろ

項
与

後
規
。
こ

同
給

関に与給の員職察警
の

平成

×

年北

横）

海

型

道

）

条



北

毎

平
海

成
道

週

人

火

年
事

・

北
委

金

海
員

規

関
同
す
例
る

のこ
附

る
例
条
１

則

す
条
る
第
。

は
則

例
１
の
の

、

条
第
例
条

道
動
中

関
成
員
年
給

異
項

給
北
与

する
年
与
海
条
職
又

中項
条
北
条
道
例
員
は
受

け
例
海
例
条
の
給
部
け

受

部
異
に
３

の
又
る
次
よ

異

局
動
よ

に 。
職
又

移
は
も
の
る
道
動

の
局
と
号

員
は

転
部
の
各

の
し
に

給
部

２第条５第

例
る

中
に
る
関
条
す

項
日

関
同
す

平

に
す
条
る
第
。

成

受
る
例
条
１

け
条
第
例
条

年

道
会

曜

人
告

日

事
示

発

委
第

行

員会
号

道

示告

人

第

事

号

委

の
部
定

成

等
条
一
規

平

市

の一
規
を
に

部
定
改
よ

年

を
に
正
る

正
る
る
正

１

改
よ
す
改

月

る
正
例
の

か

す
改
条
後

日

条
後

警

ら

道
成
職

行

例
の
平
察

施

員

す

平
職

の
い

及
道
及
例
規
与
局
て

に
例
移
た

び
条
び
第
定
条

一
例
北

の
と

般
第
海
号
よ
第
転
」

道
）
る

職

が
る

の
号
地
の
も
条
日
あ

と
３
平
の

任
）
方
施
の
の

察
の
し
第
成
は

期
の
警
行

、

付
施
研
行
職
日
た
１

究
の
員
に
場
項
年

いて
員
日
の
お
合
及
４
係

、はのるあと」た る
の
に
給
け
の
び
月
る

係

場
げ

条
の

が
移
た
掲

与
局

第
転

成
の
合
る

例
移

平
転 日
の
職

の

年
に
給
員
及
対

の
が

４
係
料
に

条
日

第
成

１
給
び
す

３
平

月
る
日
料
扶
る

か
及
養
前

１

当
の

及
４

ら
び
手
項

項
年

中
同
扶

に次の」日るめ定

の
の

次
年
養
の
規

び
月

。

て
例
１

い
等
条
一
規

月

た
の
の
部
定

」
一
規
を
に

日

と
部
定
改
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